








第１  令和５年度における人事委員会の活動概要 

 

 令和５年度における人事委員会の会議は、定例会22回、臨時会６回の計28回開催し、126案件について審

議を行った。 

 また、現場調査活動として、現場職員の声を聴く会を４公所で開催したほか、県議会からの求めに応じ

て、条例案８件に対する意見を回答した。 

 任用関係では、Ⅰ種、Ⅱ種及びⅢ種並びに警察官Ａ（男性・女性）及び警察官Ｂ（男性・女性）採用試

験を実施し、それぞれの採用候補者を決定した。 

 これら試験の実施結果の概況は、申込者総数が1,316人（前年度比74人減）、受験者総数が977人（前年度

比41人減）と前年度を下回り、減少傾向が続いている。最終合格者の受験者に対する平均倍率は3.3倍で、

前年度より0.4ポイント上回った。 

 上記試験のほか、任期付職員採用試験、障がい者を対象とした採用選考、警察官（武道指導）採用選考、

県職員（教育行政職）採用選考及び任期付職員経験者採用選考を実施した。 

 給与関係では、民間給与実態調査及び職員給与実態調査を実施し、調査結果等に基づき公民比較、国、

他県比較、生計費の算定等を行い、令和５年10月17日に議会及び知事に対し、職員の給与等に関する報告

及び勧告を行った。 

 勧告においては、民間給与との較差を踏まえ、初任給を始め若年層に重点を置いた給料表全体の引上げ

のほか、期末手当・勤勉手当の支給割合を引き上げること（期末手当0.05月分、勤勉手当0.05月分）とし

た。 

 公務運営に関する事項においては、有為な人材の確保、人材育成、長時間勤務の解消、両立支援の推進、

心身の健康管理及びハラスメント対策について報告を行った。 

 公平審査関係では、不利益処分についての審査請求事案は、令和４年度に受理した２件、令和５年度に

受理した１件、計３件のうち、１件を裁決し、令和５年度末の係属件数は２件である。 

 職員苦情相談については、受理件数が85件となり、前年度（67件）より18件増加した。 

 再就職者による現職職員への依頼等の規制関係については、令和５年度は、働きかけを受けた職員から

の届出及び第三者からの通報等はなかった。 

 市町村等の公平委員会の事務の受託関係については、管理職員等の指定、職員からの苦情相談などを行 

った。 

 なお、受託市町村等は令和６年４月１日現在で、13市15町４村、18一部事務組合、３広域連合の合計53

団体となっている。 

 このほか、全国人事委員会連合会総会、東北・北海道地区人事委員会協議会委員長・事務局長会議（書

面開催）、同協議会委員・事務局長合同会議等に参加して、他の人事委員会との情報交換や共同研究を行っ

た。 
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５ 審査関係事務 

（１）公平審査関係 

ア 勤務条件に関する措置の要求

(ア) 概要

ａ 県関係

 県関係の勤務条件に関する措置の要求について、令和５年度に係属した事案はなかった。 

ｂ 受託市町村等関係 

 受託市町村等関係の勤務条件に関する措置の要求について、令和５年度に係属した事案はな

かった。 

(イ) 状況

事 案 名 
受理 

総数 

令和４年

度末係属

件数 

令和５年

度中の申

立件数 

令和５年

度中の取

下げ件数 

令和５年

度中の判

定件数 

令和５年

度末係属

件数 

県

関

係 

0 0 0 0 0 0 

受

託

市

町

村

等

関

係 

0 0 0 0 0 0 

合 計 0 0 0 0 0 0 

イ 不利益処分についての審査請求

(ア) 概要

ａ 県関係

 県関係の不利益処分についての審査請求事案は、令和５年度末において、令和４年度中に受

理した１件及び令和５年度中に受理した１件が係属している。これらの事案の具体的な処理状

況は、次のとおりである。 

(ａ) 懲戒免職処分取消請求事案（４人委（審）第４号事案） 

 令和４年９月29日に受理を決定した。 

(ｂ) 戒告処分取消請求事案（５人委（審）第１号事案） 

令和５年５月11日に受理を決定した。 

ｂ 受託市町村等関係 

受託市町村等関係の不利益処分についての審査請求事案は、令和４年度中に受理した１件を

裁決した。 

(ａ) 懲戒免職処分取消請求事案（４人委（審）第３号事案） 

書面審理を行い、令和５年 12月１日に裁決（棄却）を行った。
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(イ) 状況

事 案 名 
受理 

総数 

令和４年

度末係属

件数 

令和５年

度中の申

立件数 

令和５年

度中の取

下げ件数 

令和５年

度中の判

定件数 

令和５年

度末係属

件数 

県

関

係 

４人委（審）第４号事案 

５人委（審）第１号事案 
2 1 1 0 0 2 

受

託

市

町

村

等

関

係 

４ 人 委（ 審） 第３ 号 事 案 1 1 0 0 1 0 

合   計 3 2 1 0 1 2 
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（２）職員苦情相談 

(ア) 概要 

 ａ 職員体制 

   計８人（職員課 審査・給与担当職員８人） うち女性５人（セクハラ相談の対応等） 

 ｂ 相談の方法 

   面談、電話、書面、ファクシミリ、メールにより相談 

 

(イ) 状況 

 ａ 件数等 

   令和５年度中に受理した件数は 85件（実件数）となっており、男女別では、男性 34件、女性

42件、その他・不明が９件で、任命権者別では、知事部局 14件、教育委員会 30件、警察本部４

件、市町村・一部事務組合等７件となっている。相談の申出方法は、電話 50 件、メール 29 件、

面談４件、書面２件、その他・不明が 30件となっている。 

 

   ｂ 内容別・任命権者別処理件数            ※（ ）内は令和４年度の件数 

 
知事部局 

教育 

委員会 

警察本

部 

市町村・一部

事務組合 

その他・ 

不明 
計 

任  用 2 (4) 2 (4) 1 (0) 2 (2) 5 (0) 12 (10) 

給  与 1 (1) 2 (0)  (0) 0 (1) 3 (0) 6 (2) 

勤務時間、休暇、服務等 1 (1) 14 (4)  (1) 4 (6) 4 (3) 23 (15) 

健 康 安 全 等 0 (0) 6 (0)  (0) 0 (0) 0 (0) 6 (0) 

セ ク ハ ラ 1 (1) 0 (0)  (0) 0 (0) 0 (1) 1 (2) 

パ ワ ハ ラ 5 (6) 4 (8) 3 (1) 1 (2) 12 (4) 25 (21) 

パ ワ ハ ラ 以 外 の い じ め 等 4 (4) 2 (3)  (1) 0 (3) 4 (1) 10 (12) 

公 平 審 査 0 (0) 0 (0)  (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

そ の 他 0 (1) 0 (0)  (0) 0 (0) 2 (4) 2 (5) 

計 14 (18) 30 (19) 4 (3) 7 (14) 30 (13) 85 (67) 

 

   ｃ 処理方法 

     制度説明・助言をしたものが 46件、相談者の意向等を当局に伝達したものが 19件、他機関を

紹介したものが 18件、その他が２件となっている。 

なお、審査請求に移行した事例及び措置要求に移行した事例はなかった。 
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